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１. 調整力コスト 



ｱﾝｼﾗﾘｰ 
ｻｰﾋﾞｽ 

（参考）新たなライセンス制の導入等による変更のポイント 

＜託送原価の抽出＞ ＜前提計画＞ ＜総原価の算定＞ 

＜経営効率化計画＞ 
 電気事業者が、自主的 
取り組みとして、経営効 
率化の内容をステーク 
ホルダーに示したもの 

＜設備投資計画＞ 
 送配電設備等の拡充・ 
改良工事計画。減価償却 
費や事業報酬算定の基礎 
となる 

＜人員計画＞ 
 事業に必要な人員の 
採用や配置、退職に関する 
計画。人件費算定の基礎 
となる 

＜需要想定＞ 
 経済指標や生産動向等 
をもとに一般電気事業者の 
供給区域内の電力需要を 
想定したもの 

保留原価 

燃料費 

修繕費 

減価償却費 

事業報酬 

公租公課 

その他 
（諸経費・ 

控除収益 等） 

非
Ｎ
Ｗ
関
連 

水力 

火力 

新エネ 

送電 

変電 

配電 

販売 

一般管理 

人件費 
Ｎ
Ｗ
関
連
（託
送
原
価
） 

火力 

新エネ 

送電 

変電 

配電 

販売 

水力 
離島 
供給 

離島の 
太陽光・ 
風力等 

非ｱﾝｼﾗﾘｰ 
ｻｰﾋﾞｽ 

非ｱﾝｼﾗﾘｰ 
ｻｰﾋﾞｽ 

需要家 離島 給電 
一般 
販売 

③調整力コスト 

②離島供給 

④発電・送配電の 
設備区分見直し 

①事業報酬率 

⑤小売・配電の 
業務区分見直し 
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１．（１）調整力コストに関する制度変更（概要①） 
第３回電気料金審査専門
会合事務局資料再掲 
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１．（１）調整力コストに関する制度変更（概要②） 

○現状の周波数制御・需給バランス調整（固定費）に加え、周波数制御・需給バランス調整（可変費）、潮流調整、電圧調整、 
ポンプアップ、ブラックスタートの５つを調整力コストとして託送原価への算入を認める 

固定費 

その他 

系統保安ポ
ンプアップ 

可変費 

潮流調整 

電圧調整 

ブラック 
スタート 

周波数 
制御・ 
需給 
バランス
調整 

• 周波数制御機能を担う水力・火力設備の固定費のうち必要な容量分（kW） 

• 調整出力の上げ代を確保しておくための費用 

• 電気の供給、荒天等による送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供
給を確保するために行う電気の潮流の調整 

• 電源の稼働状況や需要の分布により、電圧上昇や下落が発生する場合の調整 
（水力発電機による調相運転1)や電圧維持のための発電機の運転 等） 

• 軽負荷時に送配電設備事故等に伴う電源脱落が起きた場合に、即座に対応できる上げ
代の不足により、周波数を元に戻せない場合がある。このような場合に備え、揚水発電
機にてポンプアップしたコスト 

• 広範囲の停電が起こってしまった際に、外部からの電源供給なしに発電を開始する業務。
例えば、一部の揚水発電所又は水力発電所では、自家発設備や燃料を 
有しており、これによって、所内電力を確保し、発電機を起動することが可能 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

× 

× 

× 

× 

× 

○ 

注１：夜間等の軽負荷時に、系統電圧が上昇してしまった場合に、水力発電機を空回しすることにより、系統電圧を下げ（上げ）ることができる 
出所：総合資源エネルギー調査会 制度設計ワーキンググループ（以下、「制度設計ＷＧ」という） 第10回（平成26年11月17日） 資料６－３（電気事業連合会提示資料）より事務局作成 

費用項目 概要 

今後 

託送原価への算入 

現状 
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マストラン
電源 

• 周波数制御・需給バランス調整や供給力の確保以外の目的で、稼働が必要となる電源 

※ × 

※マストラン電源のうち、潮流調整や電圧調整のために稼働した部分については託送原価へ計上（後述の「（３）論点」参照 ） 



（参考）託送供給等約款料金の算定に関する省令（抜粋） 

○電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で 
設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 

 
第九条 一般電気事業者は、前条第四項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法に 

より整理しなければならない。 
  一 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、

発生の主な原因に応じて、離島供給に係る第一次整理原価（第三項において「離島供給費」という。）並びに電気の周波
数の値の維持、第一条第二項第二号イからハまでに規定する電気の供給、送配電設備の事故等が生じた場合において
も電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整及び揚水式発電設備における揚水運転、電気の電圧の値
の維持並びにその発電設備以外の発電設備の発電に係る電気を受電することなく発電することができる発電設備の維
持（以下「電気の周波数の値の維持等」という。）であって新電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島（以下単
に「離島」という。）以外の供給区域に係るものに係る第一次整理原価（以下「アンシラリーサービス費」という。）に配分す
ることにより整理しなければならない。 

 二～五 （略） 
２～４ （略） 
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論点１：アンシラリーサービス費の範囲 

○下記の費用のうち、「○」を付した部分（水色）については、全ての系統利用者がインバランスを発生させなかっ
たとしても発生すると考えられる費用であるため、一般負担として、託送料金回収を認めることとしてはどうか。 

○他方、事前の見込みと実際の費用は異なり得るため、実際の調整力量等の厳格なチェックが必要。 

（注１）現行のアンシラリーサービスは、周波数制御業務に係る固定
費のみが観念されている。 

（注２）試算額の値は、沖縄地域を除く。また、出力調整の上げしろ
を確保しておくための費用は含まれていない。 

（注３）実運用上、需給バランス調整業務は、周波数制御用の調整
力を兼用する形で実施。 

（注４）第４回ＷＧにおいて電気事業連合会より示された調整力等の
ラインナップのうち、「系統安定化装置」については、現行の
運用を継続することとして整理し、今回の試算の対象外とする。 

【特記事項】 
・これらの費用は、過去の実績等から趨勢的に導
かれる量を想定して、託送料金に織り込まれるこ
ととなる（P2,P3に算出方法例を記載。）。 

・また、一般電気事業者による総コストが変わるわ
けではないため、その託送費用が上がれば、発
電費用が下がり、この点では、小売料金や常時
バックアップ料金が下がる関係にある。 

・想定より多くの潮流調整が必要となる場合や、調
整力の公募によって想定より安価な電源を獲得
できる場合等により、想定と実績が異なり得るた
め、これらの収支はストック管理を行う中で調整。 

・このためには、実際にこれらの調整に要した調整
量や調整費用について厳格なチェックが必要。 

・なお、一般電気事業者より示された量は、あくま
で仕組みを検討するための概算。料金申請に当
たっては、これまでに本ＷＧで議論されてきた考
え方も踏まえ、個別の事情に即して、より精緻な
説明が求められる。 

【第２段階以降】 
15～31銭/kWh 

（平均17銭/kWh） 

業務 

一般電気事業者より示された 
費用イメージ 

固定費 変動費 試算額 

１．周波数制御業務 
  （注１・２） 

○ － 

２．需給バランス調整
業務（注２・３） 

○ 【論点２】 

３．その他（注４） 

（潮流調整） － ○ 
（電圧調整） － ○ 
（ポンプアップ） － ○ 
（ブラックスタート） ○ － 

15～20銭/kWh 
（平均16銭/kWh） 

0.003～11銭/kWh 
（平均0.6銭/kWh） 

【現行（注１）】 
11～23銭/kWh 
（平均12銭/kWh） 
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（参考）第１０回 
制度設計WG資料 8 



（参考）周波数制御・需給バランス調整、潮流調整の算出方法 

第10回制度設計ＷＧ 
事務局資料より抜粋 
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（参考）電圧調整、ポンプアップ、ブラックスタートの算出方法 
第10回制度設計ＷＧ 
事務局資料より抜粋 
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○調整力コストに関する各社の託送料金/単価への影響金額は以下の通り 

項目 単位 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 

周波数 
制御・ 
需給 
バランス
調整 

A.固定費 
 

億円/年 

-9 +39 +91 +38 +8 +53 +23 +12 +33 +54 

B.可変費 
+59 +67 +213 +67 +20 +126 +55 +19 +84 +40 

その他 

C.潮流調整 
 － － － － － － 

 － － 
 

－ 
 +1 

D.電圧調整 
 +0 － +0 +0 － － 

 
－ 

 
－ 

 +0.3 +30 

E.ポンプアップ 
+1 － +1 － － － 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 － 

F.ブラック 
 スタート +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0.2 +0 +0.1 +6 

G.本土連系離
島バックアップ － － － +0 － － － － +10 － 

託送料金原価への 
影響額合計 +52 +106 +305 +106 +28 +179 +78 +31 +127 +133 

調整力コストの申請額 億円/年 125 209 626 231 67 346 139 67 212 151 

託送料金単価への影響 円/kWh +0.16 +0.13 +0.11 +0.08 +0.10 +0.12 +0.13 +0.11 +0.15 +1.71 

年間流通対応需要 百万kWh 31,994 80,010 289,924 134,822 28,422 148,599 60,158 27,816 85,665 7,786 
 
注１：「0」は算出したが有効数字未満  出所：第1,2回電気料金審査専門会合資料、各社ヒアリング結果より事務局作成 

  制度変更に伴う変更項目   省令に定められていない項目 

１．（２）各事業者の申請内容：託送料金原価及び単価への影響額 11 

  制度変更に伴う追加項目 



（参考）必要な調整力の量の考え方について 
第８回制度設計ＷＧ（平成26年9月18日） 

事務局資料より抜粋 

A.周波数制御・ 
需給バランス調整（固定費） 
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•沖縄電力を除く各事業者は、周波数制御機能を担う水力設備・火力設備の固定費のうち、偶発的需給変
動対応に必要な予備力（年間最大3日平均の需要に対する7％）の設備容量に相当する費用を計上 

今回 
独自の 
方法で 
算定 

-9億
円 

+39
億円 

+91
億円 

+38
億円 

+8 
億円 

+53
億円 

+23
億円 

+12
億円 

+54
億円 

8% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6.3% 

（再掲） 
影響額 

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 

+33
億円 

注1. 「発電・送配電の設備区分見直し」考慮後 
出所：第1,2回電気料金審査専門会合資料、各社提示資料より事務局作成 

１．（２）各事業者の申請内容：算定手法 

従来 

偶発的需給変動対応に 
必要な予備力 

（年間最大3日平均の需要
に対する比率） 

× 

周波数制御・需給バランス 
調整業務を担う 
水力発電設備・ 

火力設備の固定費1) 

算定方法 

各社の申請状況：偶発的需給変動対応に必要な予備力 
（年間最大3日平均の需要に対する比率） 

北海道 東北 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 東京 沖縄 

13 A.周波数制御・ 
需給バランス調整（固定費） 

5% 



１．（２）各事業者の申請内容：費用算定手法 

○沖縄電力を除く各事業者の周波数制御・需給バランス調整（可変費）の算定方法は以下のとおり 
 
  ① 各年度の8760時間の持ち替え対象電源の稼働実績から、持ち替え区分を判定し、各区分ごとの年間時間数を集計 
 
 ② 各年度の流通対応需要×年間の調整電力を8760時間で割り、1時間当たりの平均調整電力量を算定 
 
 ③ ①×②に持ち替え区分に対応した単価差を乗じて、周波数制御・需給バランス調整により増加する燃料費（以下、「増分燃

料費」という）を算定 
 
 ④ 増分燃料費のうち、ＮＷにとって必要な比率（9事業者とも1/2に設定）を乗じて周波数制御・需給バランス調整（可変費）と

して計上 

高 

出力 

フル出力 

電源Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

燃料費 
電源Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 電源Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

[最経済運用を追求した発電計画] 

燃料費
高 

[調整力確保のために調整した発電計画(実績)] 

調整力 

計画調整 

（増分費用発生） 

フル出力 

石
油 

Ｌ
Ｎ
Ｇ
（コ
ン
バ
イ
ン
ド
） 

Ｌ
Ｎ
Ｇ
（従
来
型
） 

出力 

【費用算出のイメージ：④石油⇔LNG(従来型) の例】 

このような発電状況の
対象時間を集計 

石油とLNG(従来型) 
の単価差 

計画調整の電力量 
（各時間一定みなし） 

× 

× 

調整に伴う 
増分費用を算出 

Ｌ
Ｎ
Ｇ
（コ
ン
バ
イ
ン
ド
） 

Ｌ
Ｎ
Ｇ
（従
来
型
） 

○参考：第12回制度設計ＷＧ（平成27年1月22日） 電気事業連合会資料抜粋  

B.周波数制御・ 
需給バランス調整（可変費） 
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持ち替えパターン 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 

揚水発電所 
⇒揚水発電所 － － 2.7% 2.3% － 

 7.6% 7% 0.8% 1.7% 独自の 
方法で 
算定 

石油発電所 
⇒揚水発電所 0.3% － 3.8% 11.6% － 

 21.1% 14% 0.8% 15.6% 

LNG（従来）発電所 
⇒揚水発電所 

－ 
 － － 7.4% － 

 
－ 

 － － － 

石油発電所 
⇒石油発電所 76.1% 0.0% 0.1% 0.2% 79.9% 6.3% 11% 87.6% 18.2% 

LNG(従来型)発電所 
⇒石油発電所 

－ 
 4.9% 77.3% 7.3% － 

 55.6% 55% － 
 64.4% 

LNG(従来型)発電所 
⇒LNG(従来型)発電所 

－ 
 0.8% 2.3% 40.4% － 

 3.1% 12% － 
 0.1% 

LNG(CC)発電所 
⇒LNG(従来型)発電所 

－ 
 75.8% 13.8% 19.3% － 

 6.3% － 
 

－ 
 0.1% 

LNG(CC)発電所 
⇒LNG(CC)発電所 

－ 
 18.5% － 11.5% － 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 
－ 

 

石炭発電所 
⇒石油発電所 23.2% － 

 － － 
 8.5% － 

 
－ 

 7.5% － 
 

石炭発電所 
⇒LNG発電所 

－ 
 

－ 
 － － 

 
－ 

 
－ 

 1% － 
 

－ 
 

石炭発電所 
⇒石炭発電所 0.5% － 

 － － 
 11.6% － 

 
－ 

 3.3% － 
 

１．（２）各事業者の申請内容：年間（8760時間）の各持ち替えパターン比率 

B.周波数制御・ 
需給バランス調整（可変費） 
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出所：第1,2回電気料金審査専門会合各社提示資料、各社ヒアリング結果より事務局作成 



注1.コンバインドサイクルの略 
出所：第1,2回電気料金審査専門会合各社提示資料 等 

１．（２）各事業者の申請内容：持ち替えパターンの判定条件（例） 

○沖縄電力除く各事業者は、主に以下のような判定条件を設けて、１時間毎の持ち替えパターンを設定 

揚水発電所 
⇔揚水発電所 

石油発電所 
⇔揚水発電所 

石油発電所 
⇔石油発電所 

LNG（従来型）発電所 
⇔石油発電所 

LNG（従来型）発電所 
⇔LNG（従来型）発電所 

•揚水発電所並列なし かつ ＬＮＧ（従来型）フル運転状態 

•揚水発電所並列状態 かつ 石油発電所が周波数制御等が可能な最大出力
を上回る状態（以降フル運転状態と定義） 

•石油発電所が周波数制御が可能な出力値（以降、調整運転状態と定義） 
かつ ＬＮＧ（従来型）調整運転状態 

•LNG（従来型）発電所調整運転状態 かつ LNG（ＣＣ）フル運転状態 

LNG（CC）発電所 
⇔LNG（CC）発電所 

•LNG（CC）発電所調整運転状態 

•揚水発電所並列状態 かつ ＬＮＧ（従来型）フル運転状態 

LNG（CC1)）発電所 
⇔LNG（従来型）発電所 

•LNG（CC）発電所調整運転状態 かつ LNG（従来型）発電所調整運転状態 

判定条件の例（各社の申請内容より作成） 持ち替えパターン 

B.周波数制御・ 
需給バランス調整（可変費） 
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１．（２）各事業者の申請内容：年間流通対応需要に占める比率 

調整電力量に 
における 

一般送配電事業者 
が担う比率 

独自の 
方法で 
算定 

7% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

年間流通 
対応需要 
に占める 

調整電力量 

○沖縄電力を除く各事業者は、年間流通対応需要に占める周波数制御・需給バランス調整等に要した比率を
以下のように設定 

北海道 東北 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 東京 沖縄 

B.周波数制御・ 
需給バランス調整（可変費） 

17 

※流通対応需要：一般送配電事業者の系統設備を通して供給されるすべての需要 

出所：第1,2回電気料金審査専門会合各社提示資料、各社ヒアリング結果より事務局作成 



１．（２）各事業者の申請内容：同一燃種間の値差 

○各事業者は、同一燃種間では高値平均と安値平均の差分を設定している（揚水⇔揚水除く） 

Ｌ
Ｎ
Ｇ
（
従
来
）
発
電
所 

高 

安 

14.0円/kWh 

13.5円/kWh 

13.0円/kWh 

11.5円/kWh 

11.0円/kWh 

10.5円/kWh 

10.0円/kWh 

14.5円/kWh 

石
油
発
電
所 

A発電所 
②ユニット 

B発電所 
①ユニット 

B発電所 
②ユニット 

C発電所 
①ユニット 

C発電所 
②ユニット 

D発電所 
①ユニット 

E発電所 
①ユニット 

A発電所 
①ユニット 

調整運転 

調整運転 

フル運転 

フル運転 

フル運転 

フル運転 

フル運転 

調整運転 

安値平均 
10.25 
円/kWh 

高値平均 
11.25 
円/kWh 

全体平均 
10.75 
円/kWh 

安値平均 
13.25 
円/kWh 

高値平均 
14.25 
円/kWh 

全体平均 
13.75 
円/kWh 

b 

c 

d 

e 

f 

a 

•   石油の高値平均単価 
－  石油の安値平均単価 
＝1.00円/kWh 

b 
c 

    持ち替え 
  発生箇所 

当該時間の単価差 

稼働状況 

石油発電所⇔石油発電所で持ち替えが 
発生している状態（イメージ） 

パターン 燃料単価 

B.周波数制御・ 
需給バランス調整（可変費） 
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出所：第1,2回電気料金審査専門会合各社提示資料、各社ヒアリング結果より事務局作成 



１．（２）各事業者の申請内容：他燃種間の値差 

○各事業者は、燃種毎の平均値の差分で値差を設定（揚水との持ち替え除く） 

Ｌ
Ｎ
Ｇ
（
従
来
型
）
発
電
所 

石
油
発
電
所 

A発電所 
②ユニット 

B発電所 
①ユニット 

B発電所 
②ユニット 

C発電所 
①ユニット 

C発電所 
②ユニット 

D発電所 
①ユニット 

E発電所 
①ユニット 

A発電所 
①ユニット 

最低運転 

調整運転 

調整運転 

調整運転 

調整運転 

フル運転 

フル運転 

停止 

d 

     持ち替え 
   発生箇所 

14.0円/kWh 

13.5円/kWh 

13.0円/kWh 

11.5円/kWh 

11.0円/kWh 

10.5円/kWh 

10.0円/kWh 

14.5円/kWh 

安値平均 
10.25 
円/kWh 

高値平均 
11.25 
円/kWh 

全体平均 
10.75 
円/kWh 

安値平均 
13.25 
円/kWh 

高値平均 
14.25 
円/kWh 

全体平均 
13.75 
円/kWh 

b 

c 

d 

e 

f 

a 

a •   石油の平均単価 
－  LNG(従来型)の平均単価 
＝3.00円/kWh 

高 

安 

B.周波数制御・ 
需給バランス調整（可変費） 

稼働状況 

石油発電所⇔LNG（従来型）発電所で 
持ち替えが発生している状態（イメージ） 

パターン 燃料単価 

当該時間の単価差 
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出所：第1,2回電気料金審査専門会合各社提示資料、各社ヒアリング結果より事務局作成 



１．（２）申請概要：離島本土バックアップ 

○九州電力及び中部電力は省令上で定められている調整力コストに加えて、本土と連系している離島のバック
アップ費用を申請している（九州電力：五島列島、中部電力：神島） 

 
 
出所：第2回電気料金審査専門会合 九州電力提示資料 

20 G.周波数制御・ 
需給バランス調整（可変費） 



１．（２）沖縄電力の申請概要 

固定費 

その他 

系統保安 
ポンプアップ 

可変費 

潮流調整 

電圧調整 

ブラック 
スタート 

周波数 
制御・ 
需給 
バランス
調整 

• 周波数調整機能を有する火力発電設備の容量とＨ３需要（年
間最大3日平均の需要）発生時に小売電源として確保する設
備容量との差分を、ＧＦ・ＡＦＣ運転の出力調整幅、電源脱落対
応として最大発電設備出力、需要見積もり誤差の合計として
費用を計上 

• 過去の需要実績と実際に並列していた電源による最経済な発
電計画を作成し、周波数制御等のため当該発電計画に一定
の変更を行うと仮定して燃料費の増加分を計上 

• 悪天候、台風時の発電実績と、平常時の最経済な発電計画と
を比較し、当該差異により発生した燃料費の増加分を計上 

• 系統事故時の電圧調整に必要なマストラン電源について、小
売供給のために不要な時間を判定し、当該時間の最低負荷
運転に必要な燃料費の増加分を計上 

• 該当無し 

• 全島停電が発生した場合に備え、ブラックスタート機能を有す
る発電設備（ガスタービン）を常時確保するために必要な費用
を計上 

• 周波数制御機能を担う水力・火力設備の固定費のうち、 
偶発的需給変動対応に必要な予備力（年間最大3日平均の
需要に対する7％）の設備容量に相当する費用を計上 

• 年間の流通対応需要に当日断面での必要予備率（5％）を
乗じて調整電力量を算定し、その1時間あたりの平均値に 
一定の前提に従い判定された燃料間の単価差を乗じて増分
燃料費を計上 

• 一部の会社は潮流調整のための費用を周波数制御・需給
バランス調整の可変費（持ち替え増分費用）に含めて計上 

  （個別の特定が困難であるため） 

• 一部の会社は電圧維持に必要なマストラン電源について、
小売供給には不要かつ周波数調整も行っていない時間を
判定し、当該時間の最低負荷運転による燃料費の増加分
を計上 

• 一部の会社は悪天候等による電源脱落時の広範囲停電を
未然に防止するために行った、揚水発電所のポンプアップ
のための燃料費を計上 

• 供給区域全体での停電等の大規模停電に備え、ブラックス
タート機能を有する発電設備の維持に係る費用を計上 

※ＧＦ（ガバナフリー）運転：発電機自らが周波数を検出し、設定周波数と比較して発電出力を制御する運転 
  ＡＦＣ（自動周波数制御）運転：中央給電指令所からの制御信号で発電出力を自動制御する運転（後述のＬＦＣ（負荷周波数制御）も基本的に同じ） 

出所：各社提示資料及び各社ヒアリング結果より事務局作成 

○調整コストについて、沖縄電力は他の９事業者と異なる方法で算定した結果基づき申請を実施 

（参考）９事業者の申請内容 沖縄電力の申請内容 
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マストラン 
電源 

• 該当無し • 一部の会社は水力発電の調相運転を行うことによる費用を
計上 



１．（３）論点（沖縄電力以外の９事業者） 

a. 偶発的需給変動対応に必要な予備力（年間最大3日平均の需要に対する7％）をすべて一般送配
電事業者に必要な予備力とすることの妥当性 

④その他 f. 九州電力・中部電力の「離島本土連系バックアップ」を託送原価に算入することの妥当性 

c. 増分燃料費の算定に用いている燃料間の単価差はメリットオーダーを反映して設定されているか 

周
波
数
制
御
・ 

需
給
バ
ラ
ン
ス
調
整 

d. 増分燃料費の算定の前提となる調整電力量は適切か 
i. 調整電力量として流通対応需要の5% とすることは適切か 
ii. 一般送配電事業に必要な量と小売電気事業に必要な量を2分の１ずつ按分して、一般送配電

事業にとって必要となる増分費用を算定することの妥当性 

①固定費 

②可変費 

b. 各社の設定している電源の持ち替えパターンは実態を反映しているか 
i. 電源の持ち替えの判定条件である発電設備の稼働状態は、各発電機の調整運転が可能な 

出力帯を踏まえて設定されているか 
ii. 調整力の確保以外を目的とした出力の調整（物理的・経済的な制約等による出力の調整）に

よる燃料費の増加分は除外されているか。 
（例えば、調整力の確保以外にも、LNGの調達状況、ガスタンクの容量等に起因して出力を 
調整することがあり得る） 

e. マストラン電源を並列することによる燃料費の増加分を託送原価に算入することの妥当性 
i. マストラン運転の目的は託送原価に算入することが適切なものであるか 
ii. 小売電源や周波数制御等の機能も同時に担っている場合をどのように扱うべきか 

論点 
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③マストラン電源 



１．（３）論点（沖縄電力） 

g. 周波数制御・需給バランス調整に必要なコストの算定は適切か 
i. 周波数制御・需給バランス調整に必要な設備容量の算定は適切か 
ii. 小売電気事業者が負担すべきコストは除外されているか 

周
波
数
制
御
・ 

需
給
バ
ラ
ン
ス
調
整 

④ブラックスタート 

k. ブラックスタートに必要となる発電設備に係る固定費の算定は適切か 
i. ガスタービン発電機について、小売電源や周波数制御等の目的での利用に相当 
する費用はブラックスタート費用から除かれているか 
 

①固定費 

②可変費 

h. 増分燃料費の算定の前提となる調整電力量は適切か 
i. 調整電力量が適切に算定されているか 
ii. 小売電気事業に必要な量は除外されているか 

 
 
 

③マストラン電源 

i. 増分燃料費の算定に用いている燃料間の単価差はメリットオーダーを反映して設定さ
れているか 

論点 
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j. マストラン電源を並列することによる燃料費の増加分を託送原価に算入することの妥
当性 
i. マストラン運転の目的は託送原価に算入することが適切なものであるか 
ii. 小売電源や周波数制御等の機能も同時に担っている場合をどのように扱うべきか 



２. 発電・送配電の設備区分見直し 



ｱﾝｼﾗﾘｰ 
ｻｰﾋﾞｽ 

（参考）新たなライセンス制の導入等による変更のポイント 

＜託送原価の抽出＞ ＜前提計画＞ ＜総原価の算定＞ 

保留原価 

燃料費 

修繕費 

減価償却費 

事業報酬 

公租公課 

その他 
（諸経費・ 

控除収益 等） 

非
Ｎ
Ｗ
関
連 

水力 

火力 

新エネ 

送電 

変電 

配電 

販売 

一般管理 

人件費 
Ｎ
Ｗ
関
連
（託
送
原
価
） 

火力 

新エネ 

送電 

変電 

配電 

販売 

水力 
離島 
供給 

離島の 
太陽光・ 
風力等 

非ｱﾝｼﾗﾘｰ 
ｻｰﾋﾞｽ 

非ｱﾝｼﾗﾘｰ 
ｻｰﾋﾞｽ 

需要家 離島 給電 
一般 
販売 

③調整力コスト 

②離島供給 

④発電・送配電の 
設備区分見直し 

①事業報酬率 

⑤小売・配電の 
業務区分見直し 

＜経営効率化計画＞ 
 電気事業者が、自主的 
取り組みとして、経営効 
率化の内容をステーク 
ホルダーに示したもの 

＜設備投資計画＞ 
 送配電設備等の拡充・ 
改良工事計画。減価償却 
費や事業報酬算定の基礎 
となる 

＜人員計画＞ 
 事業に必要な人員の 
採用や配置、退職に関する 
計画。人件費算定の基礎 
となる 

＜需要想定＞ 
 経済指標や生産動向等 
をもとに一般電気事業者の 
供給区域内の電力需要を 
想定したもの 
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２．（１）発電・送配電の設備区分見直しの概要 

（ア）見直しの背景 
・改正電気事業法において、一般送配電事業は「自らが維持し、及び運用する送電用及
び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び発電量調整供給を
行う事業」と定義された                                 

 
（イ）発電・送配電の設備区分見直しの概要 
・上記改正を踏まえ、管理会計上の資産区分についても、発電所における送配電機能
を有する設備に関する見直しの必要性が生じた 
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２．（２）各社の申請概要：発電・送配電の設備区分見直しの考え方 

○各事業者とも発電所としての機能を無くした場合においても、託送供給に必要となる設備の考え方を基本に、
発電設備、送配電設備、共用設備の仕分けを行い申請がなされている 

○その上で、減価償却費及び事業報酬等の一部を発電設備から送配電設備に振り替える 

• 減価償却費 
• 事業報酬 等 

• － 

送配電設備 

共用設備 

発電設備 

設備区分 
イメージ 

対象コスト 

• 「発電所としての機能を無くした場合に
おいても、託送供給に必要となる設備」
を送配電設備と整理 

• 上記、送配電設備並びに発電設備の 
両者に資する設備を共用設備と整理 

• 発電所内の設備は全て発電設備 
（＝託送原価への算入はなし） 考え方 

G 発電機 

変圧器 

開閉器 

配電線路 
所内 

G 

送電線路 

配電線路 
所内 

G 

送電線路 

今後 現状 
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出所：第1,2回電気料金審査専門会合資料各社提示資料より事務局作成 



２．（２）各社の申請概要：託送原価への影響額 

○発電・送配電の設備区分見直しに伴う託送原価への影響は、沖縄電力を除く各事業者とも概ね0.01円/kWh
前後 

○沖縄電力は発電・送配電の設備区分見直しの必要がある設備はなし 

託送原価 
への影響額 

託送単価 
への影響額 

+2.8 
億円/年 

+8 
億円/年 

+4 
億円/年 

+7.3 
億円/年 

+9.6 
億円/年 

+5 
億円/年 

+7 
億円/年 

+4 
億円/年 

+10 
億円/年 

+0.01円
/kWh 

+0.00円
/kWh 

+0.01円
/kWh 

+0.01円
/kWh 

+0.01円
/kWh 

+0.00円
/kWh 

+0.01円
/kWh 

+0.02円
/kWh 

+0.01円
/kWh 

火力発電所 
（参
考
）対
象
発
電
所
数

1) 

4 5 6 3 2 1 7 3 7 

－ － － 4 － － － － 2 
新エネ 

1.送配電設備を保有する発電所数 
出所：第1,2回電気料金審査専門会合資料、各社提示資料 

64 51 33 124 89 69 52 36 46 
水力発電所 

北海道 東北 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 東京 
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２．（２）各社の申請概要：共用設備の按分 

○各社、発電所毎の発電設備及び送配電設備の建設費比で共用設備を按分している 

発電所Ｂ 

発電所Ｃ 

発電所Ａ 

40 40 

80 

60 40 

20 40 40 

20 60 40 

10 10 

8 12 

合計 

80 

98 202 40 80 180 

40:40で 
按分 

60:40で 
按分 

• 発電所毎に発電設備、送配電設備の比率を
用いて共用設備を按分 

• 発電所毎に発電設備、共用設備、送配電設
備を特定 

 
出所：電気料金審査専門会合における各社提示資料、各社ヒアリング結果より事務局作成 

送配電設備 

共用設備 

発電設備 共用設備按分前 共用設備按分後 
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２．（３）各社の申請概要：減価償却費算定方法 

減価償却費 
イメージ 

簿価イメージ 

事業者 

○発電所内の設備を細かく区分して算定した「個別積み上げ計算」と発電所全体の減価償却費を簿価比で按分
する「一括簡便計算」を採用している事業者が存在する 

xx xx 

xx 

•北海道、東北、中部、北陸、中国 

xx xx xx xx xx 

個々の 
設備毎に 

減価償却費
を算定 

xx xx 

Ｘｘ xｘ 

•東京、関西、四国、九州 

発電所全体で 
算定した減価償却費
を簿価比で按分 

送配電設備 

発電設備 

 
出所：電気料金審査専門会合における各社提示資料、各社ヒアリング結果より事務局作成 

個別積み上げ計算 一括簡便計算 
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２．（４）論点 

a. 主な設備区分の見直しパターン（次頁）以外に送配電設備として 
整理されているパターンはあるか。ある場合、合理的な考え方で発
電設備と送配電設備を整理しているか 

②計算手法 

b. 共用設備を合理的な考え方（発電所ごとの発電設備と送配電設備
の比率）で発電設備と送配電設備に按分しているか 
 

c. 発電設備及び送配電設備の減価償却費の算定において、個別積
み上げ計算を採用していない場合（簡便的な一括計算）、個別積み
上げ計算よりも送配電設備の減価償却費が上回ることはないか 

①設備区分 

論点 
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（参考）発電・送配電の設備区分見直しの主なパターン 

所内 G 

（送電線） （送電線） 

配電線 
所内 G 

（送電線） 

所内 G 

（送電線） 

  共用設備 

  送配電設備 

  発電設備 

考え方 

○発電所内の設備が託送原価算定上、送配電設備と整理される主なパターンを以下に示す 

発電所 

設備区分 
イメージ 

• 発電所の機能が無くなって
も、送電線の一部として 
機能 

• 発電所の機能が無くなって
も、他の発電所で発電した
電気を送電線を通じて、 
配電線に提供可能 

• 発電所の機能が無くなって
も、送電線の一部として 
機能 

（送電線） 

 
1.複数の送電線に接続している構成 

Π分岐の接続先が 
他の発電所の場合 

発電所から直接 
配電線が延びている場合 

送電線の引き込みが 
Π分岐1)となる場合 
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３．小売・配電の業務区分の見直し 



ｱﾝｼﾗﾘｰ 
ｻｰﾋﾞｽ 

（参考）新たなライセンス制の導入等による変更のポイント 

＜託送原価の抽出＞ ＜前提計画＞ ＜総原価の算定＞ 

保留原価 

燃料費 

修繕費 

減価償却費 

事業報酬 

公租公課 

その他 
（諸経費・ 

控除収益 等） 

非
Ｎ
Ｗ
関
連 

水力 

火力 

新エネ 

送電 

変電 

配電 

販売 

一般管理 

人件費 
Ｎ
Ｗ
関
連
（託
送
原
価
） 

火力 

新エネ 

送電 

変電 

配電 

販売 

水力 
離島 
供給 

離島の 
太陽光・ 
風力等 

非ｱﾝｼﾗﾘｰ 
ｻｰﾋﾞｽ 

非ｱﾝｼﾗﾘｰ 
ｻｰﾋﾞｽ 

需要家 離島 給電 
一般 
販売 

③調整力コスト 

②離島供給 

④発電・送配電の 
設備区分見直し 

①事業報酬率 

⑤小売・配電の 
業務区分見直し 

＜経営効率化計画＞ 
 電気事業者が、自主的 
取り組みとして、経営効 
率化の内容をステーク 
ホルダーに示したもの 

＜設備投資計画＞ 
 送配電設備等の拡充・ 
改良工事計画。減価償却 
費や事業報酬算定の基礎 
となる 

＜人員計画＞ 
 事業に必要な人員の 
採用や配置、退職に関する 
計画。人件費算定の基礎 
となる 

＜需要想定＞ 
 経済指標や生産動向等 
をもとに一般電気事業者の 
供給区域内の電力需要を 
想定したもの 
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（ア）小売・配電の業務区分の見直しの概要 
・営業所等で営業部門と配電部門が一体的に行っている業務について、業務の性質・
内容に応じて小売電気事業に関連する業務と一般送配電事業に関連する業務に分類、
再整理 

 
（イ）見直しの背景 
・新たなライセンス制の導入に伴い一般送配電事業と小売電気事業の業務を厳密に 
切り分ける必要が生じたことから、託送料金の算定のため、小売・配電の業務区分の
見直しを実施                      

 
                          
                           

 
 

35 ３．（１）小売・配電の業務区分の見直しの概要① 



３．（１）小売・配電の業務区分の見直しの概要②（１／２） 

○これまで電力会社ごとにまちまちに整理されていた営業所等の業務について、新たなライセンス制導入に
伴い、業務区分を標準化していくことが必要 

○そこで、営業所等の業務内容について、事業者との議論等を踏まえ、標準的な業務及び業務区分（ＮＷ、
小売、共通）を以下のように設定 

業務内容 具体的な業務内容 整理の考え方 業務区分 

1契約受付 

①申込受付 • 窓口にて、需要家（電気工事店含む）から供給設備
工事、契約負荷設備変更等を伴う電気使用契約 
申込書を受付。申込書の記載内容を確認するととも
に、受付内容のシステムへ登録 

• 受付内容にNWと小売の要素が混在
しているため 

共通 

②工程管理 
（供給検討、工事手配等） 

• 引込線や柱上変圧器など供給に必要な配電設備 
形成にあたり、設備設計・選定を行うとともに、工期
の調整や工事の手配・管理を実施 

• 送配電設備形成のために必要な業務
のため 

NW 

NW 
③負担金算定 • 供給工事において工事費負担金が発生する場合に

は、負担金を算定し請求 
④契約審査 • 契約全般の内容について、適切に処理されたか 

（供給工事が完了したか、工事負担金が発生する 
場合にはその受領が完了したか等）審査を実施 

• 申込に付随して生じる業務であること
から、申込受付と同様に共通 

共通 

⑤異動登録・照合 • 契約及び設備に係る情報についてシステムへの 
登録を行うとともに、登録内容の確認を実施 

共通 

2異動出向・ 
調査 

①異動出向 • 引越に伴う通電開始施工業務など、現場に出向し、
配電設備の施工業務を実施 

• 送配電設備に係る作業を目的とした
出向のため 

NW 

②竣工調査（保安調査） • 顧客の電気設備が電気事業法に基づく保安規定に
適合しているかの調査を実施 

• 送配電設備に係る調査業務である 
ため 

NW 

③契約調査 • 実施された工事結果が、契約内容と齟齬がないか
現場での配電設備の調査を実施 

• 温水器契約における温水器確認業務
は小売契約に付随する確認業務で 
あり、その他は託送契約における 
確認業務のため、共通に整理 

共通 
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３．（１）小売・配電の業務区分の見直しの概要②（２／２） 

業務内容 具体的な業務内容 整理の考え方 業務区分 

3既契約管理 

①契約是正・廃止中管
理等 

• 新増設受付以外の電気の供給に係る契約管理に 
ついての業務 

• 顧客の電気の使用実態が契約内容と適合していな
い場合に是正を行う契約是正業務、料金プランのコ
ンサル業務等 

• 入居者がおらず、電気需給契約を廃止している 
アパートなどで電気の使用がないかの廃止中管理
業務 

• 契約是正、料金プランコンサルは、 
小売契約に係る業務であり、廃止中
管理業務は、NWに係る業務であるこ
とから、共通に整理 

共通 

4停電周知 

①停電周知・停電割
引・公衆事故防止PR 

• 工事停電における事前周知（はがき送付等）及び 
故障停電における広報車やHP等を通じた住民への
周知 

• 停電による制限・中止時間に応じた託送料金の割引
対象範囲の検討。公衆保安のためのテレビやポス
ターによるPR活動 

• 停電や公衆事故防止等に係る業務
のため 

NW 

5電話受付 
①営業所受付・コール
センター 

• 営業所・コールセンターにおいて、電話で受付けた 
屋内停電・引越・料金・支払等に関する問合せにつ
いて対応する業務 

• NW・小売両方の問合せについて対応
する業務のため 

共通 

6検針 

①指示数確認 • メーターで計量された検針指示数（電気使用量）の 
現場確認業務 

• 検針業務は、NW業務のため NW 

②検針結果通知（検針
票投函） 

• 検針指示数（電気使用量）のお知らせ（検針票）の 
投函業務 

• 検針結果の通知は、小売料金の通知
業務でのため 

小売 

7集金 

①算定・請求 • 小売料金の算定、請求業務（振込用紙の発行、問合
せ対応など） 

• 小売料金の算定・請求に係る業務の
ため 

小売 

②収納 • 口座振替、クレジット、振込用紙による集金等、電気
料金の回収・収納業務 

• 小売料金の収納に係る業務のため 小売 

③督促 • 小売料金の支払が延滞している顧客に対する支払
いの督促 

• 小売料金の支払督促業務であるため 小売 

④停止 • 料金未払者への対抗手段として、停止予告、供給 
停止を実施 

• 供給停止予告・供給停止は、送配電
業務であるため 

NW 

8.調定 ①料金計算 • 小売料金の算定計算業務 • 小売料金の算定に係る業務のため 小売 
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○業務量調査の結果に基づき、契約受付・異動出向・調査などの各業務ごとにNW、小売に要している業務

量（人工）を算出し、すべて直課となる業務を除く全業務の業務量を集計することにより、帰属・配賦計算
を行う際のNW、小売の人員数比を算出する 

○算出した人員数比等、各費目に関連するドライバーを用いて、販売費をNW分、小売分に配分する。 
この際も、販売費の中で直課できるものはまず直課を行い、できないものについてドライバーを用いて 
帰属・配賦計算を行う 

Ａ 人員数比率算定イメージ           （単位；人工） 

需要家費 一般販売費 

業務内容 NW 小売 NW 小売 合計 

1契約
受付 

①申込受付 100 80 
②工程管理 
（供給検討、工事
手配等） 

50 

③負担金算定 30 
④契約審査 50 40 
⑤異動登録・照合 50 40 

2異動
出向・ 
調査 

①異動出向 90 
②竣工調査 
（保安調査） 

70 

③契約調査 60 48 
・・・ その他 ・・・ 
合計 600 400 10 990 2000 
比率 60% 40% 1% 99% - 

Ｂ 各費目のNW分の特定イメージ                      （単位；億円） 

A B C 
D= 

A-B-C 
E※ F=D*E 

G= 
D*(1-E) 

H=B+F 

販売費 総額 
NW 
直課 

小売
直課 

非直課分 ドライバー 
NW 
比率 

NW 
帰属 
・配賦 

小売 
帰属 
・配賦 

NW 
合計 

需要家費 

  給与手当 150 0 0 150 人員数比 60% 90 60 90 

  委託検針費 200 180 20 0 -- - 0 0 180 

 ・・・ 

一般販売費 

  給料手当 200 0 0 200 人員数比 1% 2 198 2 
  消耗品費 130 10 20 100 人員数比 1% 1 99 1 

 減価償却費 300 0 0 300 床面積比 2% 6 294 6 

  ・・・ 
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業務量比率に基づき
別途算定した比率 

３．（１）小売・配電の業務区分の見直しの概要③ 



○各社の業務のNW,小売への区分は、基本的に標準的な業務区分の整理に沿った形で行われている 
○整理が異なる点についても、NW、小売が含まれているものについてあえて小売側に整理をしているもの
であり、NWに寄せられているものはない 

 
1. 東京電力は督促を実施せずに停止予告を出している 
出所：各社に対するヒアリング結果より事務局作成 

その他 

1.契約受付 

2.異動出向 
・調査 

7.集金 

5.電話受付 

6.検針 

①申込受付 

②工程管理 
（供給検討、工事手配） 

③負担金算定 

④契約審査 

⑤異動登録・照合 

①異動出向 

②竣工調査 
（保安調査） 

③契約調査 

①停電周知・停電割引・ 
公衆事故防止PR 

①営業所受付・ 
コールセンター 

①指示数確認 

②検針結果通知 
（検針票投函） 

①算定・請求 

②収納 

③督促 

④停止 

共通 

ＮＷ 

ＮＷ 

共通 

共通 

ＮＷ 

ＮＷ 

共通 

ＮＷ 

小売 

小売 

小売 

ＮＷ 

共通 

共通 

小売 

小売 

該当業務 
なし 

ＮＷ 

共通 

共通 

ＮＷ 

共通 

ＮＷ 共通 

共通 

該当業務
無し1) 

ＮＷ 

ＮＷ 

小売 

共通 

小売 

共通 

ＮＷ 

ＮＷ 

共通 

共通 

ＮＷ 

ＮＷ 

共通 

共通 

ＮＷ 

小売 

小売 

小売 

小売 

ＮＷ 

－ 

共通 

小売 

3.既契約管理 
①契約是正・ 
廃止中管理等 

共通 共通 

4.停電周知 ＮＷ ＮＷ 

小売 

8.調定 ①料金計算 小売 小売 

３．（２）各社の申請の概要① 

関西 業務内容 四国 九州 中国 中部 東北 北海道 東京 北陸 沖縄 標準 
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３．（２）各社の申請の概要② 

○各社の従来の業務区分がまちまちであったことから、託送原価が増加する影響が出る電力会社と減少 
する影響が出る電力会社がある 

○北海道電力、中部電力において、託送料金の増加影響が大きくなっている 

各社の業務内容毎の影響額 

業務内容 単位 北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄 

１．契約受付 円/kWh +0.12 +0.05 +0.01 +0.11 +0.04 +0.03 +0.08 +0.06 +0.08 +0.10 

２．異動出向・調査 〃 +0.05 +0.04 +0.01 - +0.00 -0.00 +0.02 -0.00 +0.02 - 

３．既契約管理 〃 +0.04 +0.01 +0.02 +0.06 +0.00 +0.01 +0.02 +0.00 +0.02 +0.00 

４．停電周知 〃 +0.07 +0.04 +0.01 +0.02 -0.01 +0.00 +0.01 +0.01 +0.01 - 

５．電話受付 〃 +0.07 +0.02 -0.01 +0.02 -0.01 +0.01 -0.03 +0.00 +0.02 +0.01 

６．検針 〃 +0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.00 -0.01 -0.02 

７．集金 〃 -0.24 -0.12 -0.06 -0.09 -0.07 -0.11 -0.11 -0.12 -0.15 -0.20 

８．調定 〃 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 

９．その他 〃 +0.00 +0.00 - +0.01 +0.03 +0.02 +0.01 +0.00 +0.05 - 

合計 〃 +0.12 +0.00 -0.05 +0.09 -0.05 -0.07 -0.04 -0.06 +0.01 -0.16 

影響額合計 億円 +38 +1 -132 +113 -13 -103 -22 -17 +6 -12 

注）その他の業務の例示：上記各業務の本社・支社でのサポート業務、システム関連費用、省エネコンサル等 
     四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある 
（出所：第２回電気料金審査会合における各社提出資料） 
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３．（３）契約受付各業務の各社の申請概要 

契約受付の各業務の概要及び各社の今回・従来の業務区分  託送原価へ増加影響 

業務 業務の概要 
各社の今回 
の業務区分 

※ 

各社の従来の業務区分 

 
NW 

 
共通 小売 

①申込受付 
・窓口にて、需要家（電気工事店含む）から供給設備工事、契約
負荷設備変更等を伴う電気使用契約申込書を受付。申込書の
記載内容を確認するとともに、受付内容のシステムへ登録 

共通 - - 10社 

②工程管理 
・引込線や柱上変圧器など供給に必要な配電設備形成にあた
り、設備設計・選定を行うとともに、工期の調整や工事の手配・
管理を実施 

NW 東京 - 他9社 

③負担金算定 
・供給工事において工事費負担金が発生する場合には、負担
金を算定し請求 

NW 
（北陸のみ 
共通） 

東京 - 他9社 

④契約審査 
・契約全般の内容について、適切に処理されたか（供給工事が
完了したか、工事負担金が発生する場合にはその受領が完了
したか等）審査を実施 

共通 
（北陸のみ 
小売） 

- - 10社 

⑤異動登録・照合 
・契約及び設備に係る情報についてシステムへの登録を行うと
ともに、登録内容の確認を実施 

共通 - - 10社 

注）  
※  今回の業務区分 
    北陸 ：負担金算定 当業務に含まれる１年未満契約の顧客への料金請求業務のみ小売に区分しているため、負担金算定を共通に区分 
       ：契約審査    当業務には、小売契約の審査の要素のみを集計、NWの要素のある審査業務は、申込受付に反映        
（出所：電気料金審査会合における各社提出資料、各社へのヒアリングの結果に基づき事務局作成） 
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○契約受付の各業務について、各電力会社の今回の業務区分は、基本的に一致している 
○東京電力は、従来より工程管理・負担金算定業務を配電部署が行いNWに整理していたため、当見直し

での託送原価への影響が小さく、その他の電力会社では、従来これらの業務を小売に整理していたため、
託送原価への影響が比較的大きくなっている 

指摘事項６ 



３．（４）既契約管理業務の各社の申請概要 

既契約管理業務の概要及び各社の今回・従来の業務区分    託送原価へ増加影響 

業務 業務の概要 
各社の今回 
の業務区分 

※１ 

各社の従来の業務区分 

NW 
共通 
※２ 

小売 

既契約管理 

・新増設受付以外の電気の供給に係る契約管理についての業務 
・顧客の電気の使用実態が契約内容とに適合していない場合に是
正を行う契約是正業務、料金プランのコンサル業務等 
・入居者がおらず、電気受給契約を廃止しているアパートなどで電
気の使用がないかの廃止中管理業務。 

共通 
 

- 
・北陸 
・四国 
・沖縄 

・他7社 

注）  
※１ 今回の業務区分  廃止中管理業務（NW)、料金コンサル（小売）等両方の要素が含まれるため、共通に区分 
※２ 従来の業務区分  北陸・四国・沖縄  廃止中管理業務（NW)、契約是正等（小売） 
 （出所：電気料金審査会合における各社提出資料、各社へのヒアリングの結果に基づき事務局作成） 
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○既契約管理業務について、各電力会社の今回の業務区分は一致している 
○従来と今回で業務区分をほとんど変えていない北陸電力・四国電力・沖縄電力の３社については、託送
原価への影響はほとんどなく、その他の７社については、増額となる影響が生じている 

指摘事項６ 



（ア）営業所等の各業務のNW、小売、共通への整理は標準的な業務区分に沿ったものとなって 
いるか 

 

（イ）営業所等に関連するその他の業務についても、その業務内容に応じて適切にNW、小売、 
共通に区分されているか 
（その他の業務の例：営業所の各業務の本社・支社でのサポート業務、システム関連費用、
省エネコンサル等） 

 

（ウ）各業務のNW、小売の整理に基づき、適切にドライバー（人員数比等）が算定されているか 
また、その結果に基づくドライバーを用いて費用の按分計算が適切に行われているか 

43 ３．（５）論点 


	制度変更等に係る論点について
	スライド番号 2
	１. 調整力コスト
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	２. 発電・送配電の設備区分見直し
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	３．小売・配電の業務区分の見直し
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43

